
障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７号、以下「規

則」という。）に定めるもののほか、障がい者能力開発訓練施設運営補助金（以下「補助

金」という。）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 補助金は、社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会が運営する大阪市職業

リハビリテーションセンター及び大阪市職業指導センター（以下「職業リハビリテーシ

ョンセンター等」という。）において、障がい者能力開発訓練を実施することにより、障

がい者の職業に必要な能力を開発し向上させるとともに、生活指導を行い社会適応能力

の修得及び障がい者の職業的自立を促進することにより障がい者の就業促進を図ること

を目的とする。 

 

（補助事業） 

第３条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和５１年労令第３８号）第２２

条の３に規定する障がい者能力開発訓練（以下「障がい者能力開発訓練」という。）を職

業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１６条第１項及び第４項に定める大阪

障害者職業能力開発校と提携し実施する職業リハビリテーションセンター等に運営補助

する。 

 

（補助の対象及び補助金の交付基準） 

第４条 補助の対象となる経費は、前条の障がい者能力開発訓練に要する経費とする。 

２ 補助金の交付基準額及び補助率は別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助する

ものとする。 

 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付



申請書（様式第１号）に規則第４条各号に掲げる事項を記載し、事業開始日の属する年

度の前年度の３月末までに、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 一 事業計画書 

 二 収支予算書 

 

（交付決定） 

第６条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要

に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容

等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付

の決定をしたときは、障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付決定通知書（様式第２

号）により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、

理由を付して、障がい者能力開発訓練施設運営補助金不交付決定通知書（様式第３号）

により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定にあたり、市規則第５条第４項

の通常要すべき標準的な期間は３０日とする。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第１項の規定による通知を受領した場合

において、当該通知の内容又は規則第７条第１項の規定によりこれに付された条件に不

服があり申請を取り下げようとするときは、障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付

申請取下書（様式第４号）により申請の取下げを行うことができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算

して１０日とする。 

 

（交付の時期等） 

第８条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）からの請

求に基づき補助金を交付するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の

対象となる事業（以下「補助事業」という。）の完了前に、その全部または一部を概算払



により交付することができる。 

２ 補助事業者は、第６条第１項に基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払による

交付を市長に請求するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による交付の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から３０

日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第９条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）をしようとすると

きは、障がい者能力開発訓練施設運営補助金変更承認申請書（様式第５号）を、補助事

業の中止又は廃止をしようとするときは、障がい者能力開発訓練施設運営補助金中止・

廃止承認申請書（様式第６号）を市長に対し提出し承認を受けなければならない。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１０条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特

別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその

決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２ 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、障がい者能力開発訓練施設

運営補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書（様式第７号）により補助事業者

に通知するものとする。 

３ 第５条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。 

４ 補助事業者は、第２項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の

額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から２０日以

内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。 

５ 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第３項の規定による補助金の

交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。 

 

（補助事業等の適正な遂行） 

第１１条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。 

 

（立入検査等） 



第１２条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助

事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の

事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問

させることができる。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業等が継続して行われている

場合には各年度の末日）又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、障がい者能力開発

訓練施設運営補助金実績報告書（様式第８号）に規則第１４条各号に掲げる事項を記載

し、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 一 補助金の交付決定額とその精算額 

 二 収支決算書 

 三 補助事業の実績（補助事業の効果が検証できるもの） 

 

（補助金の額の確定等） 

第１４条 市長は、前条第 1 項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等

の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成

果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを

調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、障がい者能力開発

訓練施設運営補助金額確定通知書（様式第９号）により補助事業者に通知するものとす

る。 

 

（補助金の精算） 

第１５条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、

速やかに、障がい者能力開発訓練施設運営補助金精算書（様式第１０号）（以下「精算書」

という。）を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われてい

る場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受

けた日の属する年度の末日に作成するものとする。 

２ 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後２０日以内（補助事業等が継続して行



われている場合には各年度の末日から２０日以内）に市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容

を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に

相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみな

す。 

４ 市長は、第１項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算によ

り剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。 

５ 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から２０日以

内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求を

しなければならない。 

６ 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日か

ら３０日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１６条 規則第１７条第３項の規定による通知においては、市長は障がい者能力開発訓

練施設運営補助金交付決定取消通知書（様式第１１号）により通知するものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に

整備し、第１４条の通知を受けた日から５年間保存しなければならない。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 



附 則 

1 この要綱は、平成２６年３月２７日から施行する。 

2 この要綱による改正後の第４条の規定は、平成 26 年度以降の補助金について適用し、

平成２５年度以前の補助金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年３月２８日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

 



別 表 

 

 

１ 基準額 

  大阪市障がい者能力開発訓練施設運営にかかる経費 

 

２ 補助率 

 ① 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく※障がい者能力開発事業で認証され

た重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者および就職が特に困難である

と公共職業安定所長が認める障がい者（以下「重度障がい者等」という。）にかかる事

業費の国助成金を除く経費（1／5） 

 

 ② 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく※障がい者能力開発事業で認証され

た重度障がい者等以外の障がい者にかかる事業費の国助成金を除く経費（1／4） 

 

③ 大阪市職業リハビリテーションセンターにおける障がい者能力開発訓練に必須とな

るコンピュータリース料（1／2） 

 

３ 対象経費 

① 障がい者能力開発訓練の指導員、講師及び教務職員の謝礼金又は手当に要する費用 

 

② 障がい者能力開発訓練に必要な能力開発訓練施設等の賃借による設置・整備に要す

る費用 

 

③ 障がい者能力開発訓練に必要な教科書その他の教材に要する費用 

 

④ 障がい者能力開発訓練の指導員の研修に要する費用 

 

⑤ ①から④に掲げるもののほか障がい者職業能力開発訓練に必要な費用 

 



 

※ 障がい者能力開発訓練事業助成金 

 

１．重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者および就職が特に困難であ

ると公共職業安定所長が認める障がい者（以下「重度障がい者等」という。）を対象

とする障がい者職業能力開発訓練 

 

  重度障害者等にかかる１人当たりの運営費（重度障がい者等にかかる支給対象費

用の合計額を障がい者能力開発訓練を受講する重度障がい者等の総数で除して得た

額）に助成率（５分の４）を乗じて得た額（重度障がい者等の１人当たりの運営費

が１か月につき１７万円を超える場合は１７万円）に、当該障がい者能力開発訓練

を受講する重度障がい者等の数を乗じて得た額 

 

 

２．「１．」以外の障がい者（以下「障がい者等」という。）を対象とする障がい者職業

能力開発訓練 

 

 障がい者等にかかる１人当たりの運営費（障がい者等にかかる支給対象費用の合

計額を障がい者能力開発訓練を受講する障がい者等の総数で除して得た額）に助成

率（４分の３）を乗じて得た額（障がい者等の１人当たりの運営費が１か月につき

１６万円を超える場合は１６万円）に、当該障がい者能力開発訓練を受講する障が

い者等の数を乗じて得た額 

 

 

 

 

 

 

 

 


